八尾市廃棄物減量等推進審議会の市民委員募集要項別紙１


１　趣旨
　　この要項は、審議会等の設置等に関する要綱（平成11年６月15日施行）第６条の規定に基づき、八尾市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例（平成16年八尾市条例第27号。以下「条例」という。）第９条第１項に規定する八尾市廃棄物減量等推進審議会の市民委員を募集することについて、必要な事項を定めるものとする。

２　募集人数
　　４名（選考）
　　但し、４名の内、概ね50歳未満の者２名、概ね50歳以上の者２名とする。
　　市民委員の年齢層の偏りを無くすため、選定人数４名の内、50歳未満と50歳以上と各２名づつ選任する。尚、区別した年齢の基準は第２期八尾市人口ビジョン・総合戦略（八尾市総合計画審議会総合戦略部会）の基準を参考にする。
また、応募者全員が審査通過最低基準を満たしている場合、「審議会等への女性委員の登用に関するポジティブ・アクションプラン」を考慮し、２名を女性枠とする。
　　ただし、応募者が４人未満となり再度募集する場合は女性枠の設定は行わない。

３　委員の役割
　　市長の諮問に応じて、調査及び審議を行い、又は必要に応じて意見を述べるものとする。

４　任期
　　委嘱日から２年間
· 本審議会は各年度内に１～２回程度の開催を予定。（平日昼間/夜間）

５　報酬
　　特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年八尾市条例第166号）の規定により報酬を支給する。

６　応募資格
　　委員に応募できる者は、次の各号に掲げる事項を全て満たす者とする。
　　⑴　令和8年1月14日時点で年齢18歳以上の者
　　⑵　本市の区域内に住所を有する者または市内在勤・在学者の者
　　⑶　本市の他の審議会等の委員となっていない者
　　⑷　本市市議会議員及び本市職員でない者
　　⑸　「八尾市廃棄物減量等推進審議会」に出席できる者（各年度１～２回開催予定）（平日昼間/夜間）


７　申込方法及び申込期限
　　次の各号に掲げるものを下記の提出先へ直接持参、郵送、ＦＡＸ、電子メール及び電子申請のいずれかの方法により、令和8年1月14日（水）（必着）までに提出するものとする。
　⑴　次に掲げる事項を記載したもの（様式は、自由とする。以下「申込書」という。別添参考様式１）
　　ア　申し込む審議会の名称
　　イ　住所、氏名、電話番号、メールアドレス、性別（任意記載）、生年月日、年齢
　　ウ　現在の職業等（任意記載）
　　エ　活動経験（福祉・環境等のボランティア活動等）
　　オ　応募理由
　⑵　小論文（テーマ：「八尾市におけるごみに関する問題・改善策等について」（800字程度））
　　　（別添参考様式２）
　　※　提出された申込書及び小論文は、返却しない。

８　提出先
　　〒581－0017　八尾市高美町五丁目２番２号　八尾市清掃庁舎内
　　　八尾市環境部循環型社会推進課
　　　　電　話：072－924－3866
　　　　ＦＡＸ：072－923－7135
　　　　電子メール：junkan@city.yao.osaka.jp

９　選考方法等
　⑴　選考委員会を設置し、申込書及び小論文による書類選考を実施する。
　⑵　選考結果については、全ての応募者に文書により通知する。

10　特例
　　公募を行った場合において、次に掲げるときは、再公募又は公募によらないで委員を選任することができる。
　⑴　応募が無かったとき。
　⑵　応募者の全員が応募資格を満たさなかったとき。
　⑶　応募者数が募集人数に満たなかったとき（その満たない人数に限る）。
　⑷　応募者の一部が応募資格を満たさなかったことにより募集人数に満たなかったとき（その満たない人数に限る）。
